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町内別府の高台に完成した遠賀町老人憩の家

人のうこき（諾繰言基）

人　　口　10．147人　（一6）

男　　　　4，831　　（十4）

女　　　　5．316　　（一10）

世帯数　　2，791声　（＋3）

（）肉は前月　比

6、7月のこよみ1
0
－
1
　
時
の
記
念
日

日
日
　
入
秘

1
7
日
　
父
の
日

2
5
日
　
救
ら
い
の
日

2
8
日
　
貿
易
紀
念
日

7
　
　
　
日
‥

1
日
　
国
民
安
全
の
〓

7
日
　
七
夕
の
鍋
角

参
議
防
護
は
選
挙
枝
葉
〓
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遠
賀
町
老
人
憩
の
家
完
成

こ
の
た
び
町
内
別
府
の
高
台
に
遠
賀

町
老
人
憩
の
家
が
総
工
費
五
千
六
百
九

十
万
円
を
か
け
、
五
月
二
十
三
日
落
成

い
た
し
ま
し
た
。

つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
条
例
、
規
則

を
厳
守
の
上
利
用
く
だ
さ
る
よ
う
お
知

ら
せ
い
た
し
ま
す
。

諒

老
人
憩
の
家
設
置
条
例
（
抜
粋
）

第
一
条
よ
り
第
五
条
ま
で

設
置
条
例
施
行
規
則
（
抜
粋
）

第
二
条
よ
り
第
九
条
ま
で

な
お
、
憩
の
家
は
、
六
月
十
八
日
ま

で
は
、
各
部
落
別
に
利
用
日
を
定
め
て

い
ま
す
の
で
そ
の
間
は
個
人
利
用
は
受

付
い
た
し
ま
せ
ん
の
で
御
承
知
く
だ
さ

い。

遠
賀
町
老
人
憩
の
家
設
〔
置
条
例

（
施
設
の
毀
損
）

第
一
条
　
老
人
の
福
祉
と
教
護
の
向
上

に
資
す
る
た
め
老
人
福
祉
施
設
老

人
憩
の
家
（
以
下
「
憩
の
家
」
と
い

う）
（
名
称
及
び
位
僚
）

第
二
条
　
憩
の
家
の
名
称
及
び
位
置
は

次
の
と
お
り
と
す
る
。

名
称
　
遠
賀
町
老
人
憩
の
家

位
駐
　
遠
賀
町
大
字
別
府
三
二

三
番
地
の
二

（
利
用
許
可
）

第
三
条
　
憩
の
家
を
利
用
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
町
長
の
許
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
者
の
資
格
）

第
四
条
　
憩
の
家
を
利
用
で
き
る
者

は
、
町
内
に
住
所
を
有
す

る
六
十
才
以
上
の
老
人
（
以
下
「
老

人
」
と
い
う
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
老
人
の
利
用
に
支
障
が

な
い
場
合
に
は
、
町
長
が
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
老
人
以
外
の
町
内

に
居
住
す
る
者
の
利
用
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
利
用
者
の
使
用
料
）

第
五
策
　
謀
の
家
の
利
用
者
の
使
用
料

は
無
料
と
す
る
。

遠
賀
町
老
人
憩
の
恵
投
置
条
例
施

行
親
則

（
利
用
の
許
可
等
）

第
二
粂
　
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
老

人
憩
の
家
（
以
下
「
憩
の
家
」
と
い

う
。
）
の
利
用
許
可
は
、
町
長
が
発

行
す
る
利
用
証
の
交
付
に
よ
り
許
可

さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

2
　
利
用
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、

休
落
日
以
外
は
管
理
人
に
出
し
出
て

憩
の
家
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

運
賃
面
老
人
蝕
の
費
　
平
面
因

ろ
。
た
だ
し
第
九
条
の
規
定
に
該
当

す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
団
体
の
利
用
）

第
三
条
　
団
体
（
二
十
人
以
上
の
集
団

を
い
う
）
が
憩
の
家
を
利
用
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
そ
の
代
表
者
は
、

利
用
日
の
三
日
前
ま
で
に
別
に
定
め

る
利
用
申
込
書
を
町
長
に
提
出
し
て

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
の
特
例
）

第
四
条
　
条
例
第
四
条
た
だ
し
轟
き
の

規
定
に
よ
り
憩
の
家
の
利
用
を
認
め

ら
れ
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る。一
神
経
捕
、
リ
ユ
ウ
マ
チ
等
に
よ

り
医
師
が
入
湯
冶
穂
を
必
婆
と
認

め
た
も
の

二
　
老
人
が
利
用
に
陳
し
、
付
添
い

を
必
要
と
す
る
場
合
の
付
添
人

三
　
そ
の
他
町
長
が
必
要
と
秘
め
る

も
の

2
　
削
各
号
に
よ
り
憩
の
家
を
利
用
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
ろ
利

用
許
可
由
諸
富
を
町
艇
に
捉
別
し
て

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
時
間
）

第
五
条
　
憩
の
家
の
利
用
時
脚
は
、
毎

日
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と

す
る
。
た
だ
し
十
一
月
一
日
か
ら
三

月
末
日
ま
で
は
午
前
十
時
か
ら
生
後

四
時
ま
で
と
す
る
。

（休務日）

第
六
条
　
憩
の
家
の
休
務
日
は
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一
毎
週
月
脇
目

－
八
月
－
二
日
か
ら
八
月
十
五
日

ま
で

三
　
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
一
月
四

日
ま
で

2
　
施
設
の
営
繕
、
そ
の
他
町
長
が
必

要
と
認
め
る
と
き
は
、
休
務
日
を
別

に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
用
者
の
遵
守
事
項
）

第
L
条
　
憩
の
家
を
利
用
す
る
者
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
ろ
事
項
を
遵
守
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
組
全
か
つ
明
朗
な
雰
閃
気
を
保

ち
施
設
内
の
秩
序
保
雄
に
努
め
る

こ
と
。

．
政
治
的
ま
た
は
宗
教
的
行
動
を

行
な
わ
な
い
こ
と
。

三
　
脊
付
の
募
集
、
物
品
の
販
売
等

を
行
な
わ
な
い
こ
と
。

閃
　
危
険
物
ま
た
は
動
物
を
持
ち
A

ま
な
い
こ
と
。

五
　
利
用
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い

者
を
同
伴
し
な
い
こ
と
。

（
利
用
の
制
限
）

第
八
粂
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る

場
合
は
、
利
用
を
許
可
し
な
い
。

一
伝
染
病
疾
患
が
明
ら
か
に
認
め

ら
れ
る
と
き
。

二
　
他
人
に
迷
惑
を
お
よ
は
す
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
。

三
　
そ
の
他
錐
地
上
支
障
が
あ
る
と

認
め
た
と
き
。

（
孤
薯
賠
償
）

第
九
条
∴
憩
の
家
の
利
用
者
が
、
教
護

ま
た
は
拡
大
な
過
失
に
よ
り
施
設
、

盤
物
を
き
現
し
、
ま
た
は
亡
失
し
た

と
き
は
、
こ
れ
を
原
状
に
優
し
、
ま

た
は
韻
書
を
蟻
償
し
な
け
れ
ば
な
ら

ない。
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七
月
七
日
は
参
議
院

議
員
選
挙
の
投
票
日
で
す

〇
一
票
の
自
覚
が
　
ひ
ろ
く
よ
い
未
来

…
　
○
捨
て
ま
せ
ん
明
日
の

…
○
明
日
か
ら
あ
な
た
の

第
十
回
参
議
院
議
員
道
営

選
挙
が
来
る
七
月
七
日

（
日
曜
）
に
行
わ
れ
ま
す

国
の
選
挙
は
、
政
党
や
候
補
者
に
と

っ
て
は
、
国
民
か
ら
、
審
判
を
う
げ
ろ

も
の
で
あ
り
、
国
民
に
と
っ
て
は
、
主

榔
者
と
し
て
政
治
に
参
加
す
る
絶
好
の

機
会
で
あ
り
ま
す
。

候
補
者
の
政
見
を
よ
く
確
か
め
て
、

政
策
と
人
物
を
よ
く
見
き
わ
め
で
あ
な

た
の
自
覚
あ
る
一
票
で
立
派
な
親
風
を

参
議
院
に
送
り
ま
し
ょ
う
。

と
か
く
国
の
選
挙
は
地
方
選
挙
に
比

較
し
て
関
心
が
薄
い
よ
う
で
す
が
、
国

の
将
来
を
左
右
す
る
重
大
な
意
義
が
あ

る
こ
と
を
認
識
し
て
「
豊
か
で
平
和
な

住
み
よ
い
日
本
」
を
つ
く
る
と
い
う
立

場
に
立
っ
て
、
自
覚
と
責
任
あ
る
投
票

を
し
て
、
主
権
者
と
し
て
の
権
利
と
強

務
を
果
し
ま
し
ょ
う
。

置
柱
に
対
す
る
選
挙
運
動
用
ボ

ス
タ
I
籍
の
掲
示
禁
止
に
つ
い

て
（
お
願
い
）（

九
州
程
力
株
式
会
社
）

き
た
る
七
月
七
日
施
行
の
参
議
院
識

く
ら
し
を
決
め
る
票
　
　
～

票
が
政
治
す
る
　
　
　
～

貝
選
挙
の
「
選
挙
用
ポ
ス
タ
ー
等
の
鰭

柱
へ
の
掲
示
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
の

選
挙
に
お
い
て
も
お
断
わ
り
し
て
き
ま

し
た
が
、
ポ
ス
タ
ー
等
を
掲
柱
に
掲
示

さ
れ
ま
す
と
稲
梓
の
保
守
作
業
の
と
き

汚
染
、
破
損
等
に
よ
り
候
補
者
の
皆
様

に
非
常
に
迷
惑
を
お
か
け
す
る
お
そ
れ

が
あ
り
、
ま
た
当
社
の
保
守
作
業
に
も

支
階
を
き
た
し
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
こ
の
た
び
の
選
挙

に
お
き
ま
し
て
も
従
来
ど
お
り
選
挙
用

ポ
ス
タ
ー
等
の
範
柱
へ
の
掲
示
は
、
は

り
付
け
、
打
ち
か
け
、
立
ち
か
け
等
そ

の
態
様
を
問
わ
ず
お
断
り
し
た
い
と
思

い
ま
す
の
で
郵
幡
こ
賢
察
の
う
え
、
関

係
者
の
こ
協
力
を
お
願
い
申
し
あ
げ
ま

す。

花
火
遊
び
に

注
意
し
ま
し
よ
う

遠
賀
郡
消
防
署

最
近
、
子
供
の
花
火
遊
び
か
ら
火
災

や
、
こ
れ
に
基
因
す
る
諸
災
害
が
増
加

し
、
多
数
の
負
傷
者
が
発
生
し
て
い
ま

す
。
次
の
こ
と
に
注
惑
し
て
火
災
の
発

生
等
諸
災
筈
の
防
止
に
ご
協
力
く
だ
さ

い。○
　
た
く
さ
ん
の
花
火
に
一
度
に
火
を

つ
け
な
い
よ
う
に
し
ま
し
し
÷
っ
。

○
　
花
火
を
人
や
家
に
向
け
た
り
、
も

え
や
す
い
物
の
あ
る
場
所
で
は
や
め

ま
し
よ
う
。

〇
　
回
の
強
い
時
は
、
北
火
遊
び
は
や

め
ま
し
よ
う
。

○
　
花
火
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
な
い
よ

う
に
し
ま
し
よ
う
。

○
　
花
火
に
書
い
て
あ
る
遊
び
万
を
よ

く
読
ん
で
必
ず
守
り
ま
し
ょ
う
。

○
　
水
バ
ケ
ツ
を
用
意
し
て
お
き
ま
し

ょ
う
。火

事
と
救
急
は
二
九
番

早
く
正
確
に
知
ら
せ
ま
し
ょ
う
。

梅
雨
期
の
交
通
事
故

防
止
に
つ
い
て

手
を
あ
げ
て

事
が
止
ま
っ
て
　
舘
一
歩

梅
雨
期
は
、
雨
の
た
め
祝
界
が
悪
く

な
り
、
路
面
が
滑
り
や
す
く
、
ま
た
、

路
肩
軽
弱
な
ど
の
悪
条
件
が
重
な
る
た

め
、
ス
リ
ッ
プ
事
故
、
追
突
疎
放
、
転

落
事
故
な
ど
が
多
発
し
ま
す
。

梅
雨
期
に
お
け
る
交
通
頚
故
を
防
止

す
る
た
め
次
の
こ
と
を
注
意
し
ま
し
よ

え
ノ
〇

m
∴
運
転
者
は

○
　
雨
の
日
は
視
界
が
悪
く
な
る
の
で

速
度
を
落
と
し
、
車
間
寝
灘
を
十
分

と
っ
て
慎
重
に
運
転
す
る
。

特
に
、
急
ハ
ン
ド
ル
や
、
急
ブ
レ

ー
キ
は
ス
リ
ッ
プ
欝
故
の
原
因
と
な

り
ま
た
路
肩
通
行
は
危
険
だ
か
ら
注

慧
す
る
。

○
　
薄
に
、
前
面
ガ
ラ
ス
は
見
や
す
く

し
、
ウ
イ
ハ
1
台
よ
く
整
㈹
し
て
お

く
。
側
面
ガ
ラ
ス
を
あ
け
て
、
雄
向

の
カ
ラ
ス
の
く
も
り
防
止
に
努
め
る

○
　
歩
行
者
の
そ
ば
や
、
店
先
な
ど
を

通
る
と
き
は
、
速
度
を
落
と
し
て
、

泥
や
水
を
は
ね
な
い
よ
う
に
注
慈
し

で
運
転
す
る
。

㈲
　
歩
行
者
は

○
　
雨
の
日
や
夜
間
は
、
自
分
は
見
え

て
も
、
相
手
の
草
か
ら
見
え
な
い
こ

と
が
多
い
。
通
路
を
横
断
す
る
と
き

は
、
手
を
あ
げ
て
合
図
し
、
革
が
止

ま
っ
た
の
を
確
か
め
て
か
ら
渡
り
始

めろ。

〇
　
両
の
調
は
、
通
路
が
滑
り
や
す
く

自
動
坤
は
す
ぐ
止
ま
れ
な
い
。
飛
び

出
し
や
無
理
な
横
断
は
絶
対
に
や
め

る。
〇
　
両
の
H
は
、
視
界
が
悪
く
な
る
の

で
雨
具
な
ど
は
運
転
者
に
よ
く
見
え

ろ
明
る
い
色
も
の
を
用
い
る
。

鉄
道
事
故
防
止
に
つ
い
て

国
鉄
で
は
、
踏
切
の
立
体
交
差
化
や

蟹
殻
磯
、
し
や
断
機
の
取
り
付
け
、
路

面
舗
装
、
踏
切
の
廃
止
統
合
な
ど
各
種

施
策
を
請
じ
て
お
り
ま
す
が
事
故
は
、

依
然
と
し
て
後
を
断
ち
ま
せ
ん
。
そ
の

原
因
を
見
ま
す
と
踏
切
で
の
左
右
の
安

全
を
確
認
せ
ず
列
車
の
彊
前
を
楼
断
し

よ
う
と
し
た
り
、
漕
報
磯
が
鳴
動
中
に

踏
切
を
検
断
し
よ
う
と
し
た
自
動
車
の

郵
故
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
の
か

現
状
で
ご
ざ
い
ま
す
。

万
一
踏
切
上
で
エ
ン
ス
ト
等
に
よ
り

線
路
を
ふ
さ
い
だ
場
合
は
、
何
よ
り
も

ま
ず
列
華
を
止
め
ろ
手
配
を
講
じ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
事
故
防
止
の
た
め
、
踏
切
入

日
に
亦
色
塗
り
の
「
非
常
ボ
タ
ン
」
を

設
け
て
い
る
踏
切
が
あ
り
ま
す
。
非
常

の
場
合
は
、
こ
れ
を
利
用
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
「
非
常
ボ
タ
ン
」
や
「
携
静

間
信
号
炎
岱
」
等
を
使
っ
て
列
車
を
止

め
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

皆
さ
ん
も
ご
承
知
の
よ
う
に
去
る
四

月
四
日
午
後
三
時
過
ぎ
国
鉄
鹿
児
島
本

線
筑
前
新
宮
－
古
賀
間
の
踏
切
内
に
お

い
て
エ
ン
ス
ト
の
た
め
立
往
生
し
た
ト

ラ
ッ
ク
に
減
員
の
特
別
快
速
笛
革
が
衝

突
し
約
一
滴
が
脱
線
し
、
乗
客
三
十
三

人
が
負
傷
す
る
と
い
う
悲
惨
な
郵
政
が

発
生
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
ト
ラ
ッ
ク

の
迎
接
手
が
非
常
ボ
タ
ン
を
押
し
て
い

た
ら
こ
の
よ
う
な
事
故
を
未
然
に
防
げ

だ
と
思
い
ま
す
。

非
櫓
の
際
に
「
非
常
ボ
タ
ン
」
や
「

朔
描
用
信
号
炎
管
」
を
使
用
し
て
列
車

を
止
め
ら
れ
ま
し
て
も
、
損
害
賠
償
を

翻
求
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

な
に
と
ぞ
噌
故
防
止
に
ご
協
力
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

国
鉄
で
い
か
に
踏
切
設
備
を
し
ま
し

て
も
交
通
法
規
を
督
っ
て
い
た
だ
か
な

け
れ
ば
、
せ
っ
か
く
の
設
備
が
役
に
立

ち
ま
せ
ん
。

郵
政
の
大
半
は
自
動
車
の
運
転
に
原

因
が
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
し
て
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
容
赦
原
因

の
0
0
％
が
聾
報
機
あ
る
い
は
欝
観
桜
と

し
ゃ
断
機
を
設
け
た
い
わ
ば
保
安
度
の

商
い
踏
切
で
発
生
し
て
い
る
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
（
小
倉
第
一
鉄
道
公
安
室
）
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さ

賜時月時月　　い

所間日　間　日
記

1日・20日は交通安全の日　第3日曜日は家庭の日毎月

I
今
月
の
税
金

町
　
県
　
民
　
税
　
第
一
期
分

納
　
期
　
限
　
　
六
月
二
十
五
日

六
月
二
十
四
日
（
月
）

午
後
一
時
～
午
後
四
時

七
月
十
日

午
後
一
時
～
午
後
四
時

い
ず
れ
も
町
公
民
館

期
限
内
に
完
納
し
ま
し
ょ
う
　
ー

昭
和
四
十
九
年
度
消
費
生

活
苦
情
相
談
員
決
ま
る

日
常
の
消
費
生
活
上
の
苦
情
や
相
談

ご
と
を
気
軽
る
に
受
け
賜
り
、
消
費
者

行
政
の
パ
イ
プ
役
と
し
て
第
一
線
で
活

躍
し
て
い
た
だ
く
相
談
員
が
、
次
の
と

お
り
決
ま
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し

ます。二
村
ク
ニ
子
　
広
漠
（
新
町
）

璃
詰
　
三
I
〇
五
六
三

花
田
ハ
ツ
エ
　
別
府
（
千
代
丸
）

璃
話
　
三
－
八
四
七
二

尚
、
貿
物
上
に
お
け
る
苦
情
、
消
費

生
活
上
に
お
け
る
心
配
ご
と
（
品
質
鑑

定
物
価
問
題
、
食
品
テ
ス
ト
）
等
消
費

生
活
上
の
苦
情
や
相
談
は
何
で
も
結
構

で
す
。
気
軽
る
に
相
談
下
さ
い
。

商
工
振
興
委
員
設
置
の

お
知
ら
せ

昭
和
4
9
年
度
か
ら
町
商
工
会
に
、
新

た
に
商
工
振
興
委
員
が
4
名
設
置
さ
れ

町
内
商
工
業
者
の
諸
問
題
に
対
す
る
、

気
軽
な
相
談
に
応
じ
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

（委員）浅
木
　
　
小
川
　
聡
（
藤
工
務
店
）

彊
話
⑨
・
0
6
0
8

今
古
賀
　
井
上
　
正
（
井
上
笛
器
店
）

竃
話
⑨
・
0
6
1
8

遠
賀
川
　
森
田
誠
之
助
（
森
田
酒
店
）

砥
話
⑨
・
0
0
0
3

旧
停
　
　
山
県
正
男
（
山
県
新
聞
店
）

態
話
③
・
0
2
0
1

献
血
日
の
お
知
ら
せ

愛
の
集
団
献
血
を
実
施
い
た
し
ま
す

の
で
、
万
一
に
偏
へ
て
、
並
び
に
血
液

を
必
要
と
す
る
方
の
た
め
に
是
非
献
血

に
参
加
下
さ
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま

す。

記

献
血
日
　
　
六
月
二
十
七
日
（
木
）

時
　
間
　
　
午
前
十
時
牛
後
四
時

場
　
所
　
　
町
公
民
館
ホ
ー
ル

尚
、
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
の
運
行
は
い
た

し
ま
せ
ん
。

ご
心
配
ご
と
相
談
日

の
お
知
ら
せ

左
記
に
よ
り
相
談
所
を
開
き
ま
す
の

で
、
日
常
生
活
の
諸
問
題
で
お
困
り
の

方
は
お
気
軽
に
こ
の
相
談
所
を
利
用
下

ツ
反
、
B
c
G
接
種

実
施
の
お
知
ら
せ

実
施
月
日

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
　
　
1
月
お
目

判
定
　
B
C
G
　
　
7
月
2
5
日

時
　
間

い
ず
れ
も
受
付
は
1
3
時
～
1
4
時

接
種
は
1
4
時
～
1
5
時
ま
で

場
　
所
　
遠
賀
町
公
民
館
ホ
ー
ル

対
象
者
　
三
才
未
満
で
ま
だ
一
度
も
接

猛
し
て
い
な
い
人
。

定
期
予
防
接
種
実
施

の
お
知
ら
せ

三
種
混
合

一
、
日
時

7
月
2
日
（
火
）
　
（
第
三
回
目
）

受
付
　
　
1
3
時
～
1
4
時

接
穂
　
　
1
4
時
～
1
5
時
ま
で

二
、
場
所
　
遠
賀
町
公
民
館
ホ
ー
ル

三
、
対
象
者

生
後
三
ケ
月
～
六
ケ
月
の
人
お
よ
び

三
回
受
け
た
人
で
、
そ
の
後
十
二
ケ

月
～
十
八
ケ
月
に
至
る
人
。

防
衛
庁
職
員
採
用
試
験

の
お
知
ら
せ

凧
和
四
十
九
年
度
、
胸
衛
庁
職
員
採

用
上
級
（
甲
種
）
、
中
級
の
試
験
が
七

月
十
四
日
に
福
岡
市
で
実
施
さ
れ
ま
す

の
で
、
受
験
希
望
者
は
六
月
二
十
日
ま

で
に
左
記
へ
受
験
手
続
を
し
て
く
だ
さ

い。

…
　
福
岡
市
中
央
区
大
手
門

〒
　
　
　
　
　
ニ
ー
五
－
一
五

福
岡
防
衛
施
設
局

総
務
部
総
務
課
人
事
係

砲
話
0
9
2
・
…
・
6
1
3
1

昭
和
四
十
九
年
度
自
衛
官

の
募
集
に
つ
い
て

本
年
度
の
男
・
女
自
衛
官
（
睡
・
海

・
空
士
）
の
募
集
が
行
わ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
受
験
を
希
望
さ
れ
ま
す
方
は
、

詳
し
い
こ
と
を
左
記
え
お
尋
ね
く
だ
さ

い
o

遠
賀
郡
芦
屋
町
航
空
自
衛
隊
内

自
衛
隊
福
岡
地
方
連
絡
部

芦
屋
募
集
導
務
所

寄
付
御
礼

次
の
方
か
ら
町
社
会
福
祉
協
議
会
に

御
諦
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

一
、
香
典
返
し
と
し
て
金
一
封

故
　
殺
困
り
ユ
ウ
手
段

浅
木
　
　
藤
田
友
辛
酸

散
　
水
上
マ
ス
殿

今
古
賀
　
水
上
　
近
頼

政
　
喜
田
光
次
郎
殿

尾
崎
　
　
苫
田
　
猿
殿

敬
　
譲
　
コ
マ
殿

渋
木
　
　
森
∴
縮
恭
放

散
　
井
上
マ
ツ
子
殿

遠
賀
川
　
井
」
　
溝
殿

入
会
者
募
集

短
歌
会
　
遠
賀
洗
心
会
（
初
心
者
歓

迎）

会
長
　
行
翻
寺
老
僧
　
内
藤
厳
外

会
　
費
　
年
一
、
0
0
0
円

主
と
し
て
通
信
教
授

先
生
　
宗
像
郡
武
丸
　
仰
木
実
氏

申
込
先
　
教
育
委
員
会

又
は
旧
停
　
織
田
一

遠
賀
町
民
頗
教
室
会
員
募
集

六
月
六
日
新
規
発
会
致
し
ま
す
。
御

希
望
の
お
方
は
毎
週
末
隠
田
午
後
七
時

よ
り
二
時
間
町
公
民
館
別
館
に
於
て
。

求
　
　
人

i
、
女
子
作
業
員
∴
∴
∴
∴
五
京

二
、
位
謡
内
容
　
ポ
リ
袋
包
袋
作
成
の

軽
作
業

三
、
賃
　
金
　
見
習
三
ケ
月
間

一
、
七
〇
〇
円

一
二
ケ
月
経
過
後

一
、
九
〇
〇
円

四
、
勤
務
時
間
等

午
前
八
鴨
∵
－
午
後
五
時
ま
で

健
保
、
厚
生
、
失
保
、
労
災
あ
り

日
岡
、
祭
日
は
休
み
、
盆
二
日
、

正
月
五
日
。

五
、
会
社
に
於
て
毎
日
面
接
し
ま
す
の

で
履
歴
邦
を
持
参
下
さ
い
。

遠
賀
郡
大
学
砦
松
一
三
一
二
番
地
の
一

目
進
化
学
株
式
会
社

T
E
L
⑪
一
五
三
三
（
代
）


